
イベントやお祭り等での
食品の提供に関する
手続きフローチャート

取扱品目は
下記の①～③のうち、

同じ場所で年間3日
以内の出店である

いいえ

はい

① ②③

① ②

③

◀「臨時店舗や地域活動等での食品の
提供について」において、

① 別紙３「販売を認める品目（既製品）」の販売
（調理行為なし）

② 別紙２「取り扱いを認める品目」の調理

（加熱品・簡易調理品等）

③ 別紙２「取り扱いを認めない品目」の調理

（未加熱品、加熱後に具材を挟む、トッピングするもの等）

イベントやお祭り等で食品を提供する場合は、「届出」や「許可」が必要です。
出店期間や取扱品目によって手続きが異なりますので、次のフローチャートを参考に、必要な手続きを
行ってください。
（※自治会や学校等が地域活動や学校行事等で自ら行う食品の取り扱いは、これに準じて行ってください）

◀イベント・臨時営業での衛生
管理チェックポイント（市ＨＰ）

https://www.city.hiroshima.lg.jp/_

res/projects/default_project/_pag

e_/001/014/309/r_25_02.pdf

◀イベント・臨時店舗等で発生
した食中毒事件（市ＨＰ）

https://www.city.hiroshima.lg.jp/

_res/projects/default_project/_p

age_/001/014/309/r_25_03.pdf

取扱品目は

「臨時店舗の出店に伴う食品
取扱届」を提出してください

臨時店舗の届出（市ＨＰ）
https://www.city.hiroshima.l
g.jp/_res/projects/default_p
roject/_page_/001/014/309
/150560.pdf

※①の販売するものは、許可のある
施設から仕入れてください

※原則、主催者または出店団体の
代表者が一括して提出してください

問い合わせ先：広島市保健所食品指導課（中区富士見町１１－２７）
電話：082-241-7404 ＦＡＸ：082-241-2567

（R-25-1)

https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_
project/_page_/001/014/309/r_25_07.pdf

営業届の様式（市ＨＰ）
https://www.city.hiroshima.lg.jp/
_res/projects/default_project/_p
age_/001/014/218/225711.pdf 営業許可の手続き（市ＨＰ）

https://www.city.hiroshima.lg.jp/business/shokuhin-
eisei/1021696/1014215.html

※事前に保健所へご相談ください

営業届を提出してください 営業許可が必要です
②⇒露店営業またはキッチンカーまたは固定店舗の許可
③⇒固定店舗またはキッチンカーの許可

参考情報

詳しくは、広島市ホームページＴＯＰページから
ページ番号「1014309」で検索

https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/309/r_25_02.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/309/r_25_03.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/309/150560.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/309/r_25_07.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/218/225711.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/business/shokuhin-eisei/1021696/1014215.html


イベント当日までの流れ

≪調理を行う際の施設例≫≪調理を行う際のチェック≫

□①屋根と三方囲いがあるか

□ ②食品を取り扱う場所の高さは７０㎝以上か
（地面に近すぎないか）

□③給水設備（場所）があるか

□ ④器具を洗う場所があるか

□ ⑤手を洗う場所があるか
（流水と石けんによる手洗いが原則）

□ ⑥使用後の水をためる排水設備があるか

□ ⑦ごみ箱（ふた付き）があるか

□ ⑧冷蔵品や仕込み済み食材を入れる冷蔵庫
（温度計付き）があるか

□ ⑨容器包装や器具をしまう保管庫（ふた付き）
があるか

□ ⑩食品を中心部まで加熱できる加熱設備
（コンロ、フライヤー、焼き台等）があるか

①原材料の仕込みは、許可施設で行いましょう。

②許可施設等での仕込みが難しい場合は、カット済み、下処理済みの原材料を仕入れましょう。

③地域行事等でやむを得ずカットなどの仕込みを行う場合は、公民館の調理室や学校の家庭科
室など、衛生的に仕込みが行える場所を確保しましょう。

２ 衛生的な仕込み・下処理ができるか考える

３ 衛生的な設備を整える

臨時店舗では、固定店舗に比べて衛生的な作業環境の確保が難しくなります。
安全に提供できるようメニューを工夫しましょう。また、なるべくメニューの種類は少なくしましょう。

１ 衛生的に提供できるメニューを考える

〇会場で提供直前に最終加熱できるもの

〇会場で簡易な調理（焼く、煮る、揚げる等）の
みを行うもの

〇適正な食品表示のある包装済み食品

〇 提供できる食品

×提供直前に加熱できないもの

×未加熱のもの（ドリンク、アイス類等の簡易加
工を除く）

×加熱後に具材を挟む等の加工工程があるもの

× 提供できない食品

や き と り

①屋根・三方囲い

③給水設備

⑥排水設備

4℃

排水タンク

④洗浄設備

⑤手洗い設備

⑧冷蔵庫 ⑨保管庫

⑦ごみ箱

⑩加熱設備

石
け
ん

ア
ル
コ
ー
ル

②食品を取り
扱う場所

70cm以上


